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第４回 学校規模適正化  

 

一宮南地区協議会  

 

会 議 録  
                             （要点筆記）  

 

 

 

 

 

 

 

 

と き  平成２７年１１月２６日（木）午後７時３０分  

ところ  一宮市民局 ２階会議室  
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【会議の概要】  

１．開会  

２．あいさつ  

３．協議事項  

 ○協議第５号 校名について (１ )ついて  

 ○校章、校歌について  

４．その他  

５．閉会  

 

 

１．開会                         19 時 30 分開会                         

（事務局）定刻となりましたので、ただいまより第４回学校規模適正化一宮南地

区協議会が開会をされます。  

 

２．あいさつ  

（会長あいさつ）  

 

３．会議成立宣言  

（会長）議事に入 り ます前にこの会議 の成立を報告いた します。本日の出 席

者は 22 名でありま す。協議会規則第 6 条第 2 項の規定に より まして、会議

は委員の半数以上 の出席をもって成 立することとなっ ております。よっ て 定

足数を満たしてお り、この会議が成 立していることを ご報告します。  

 次に、規則第 6 条 第 4 項の規定によりまして、市関係 部 局職員の協議会へ

の出席を求めまし たので報告します 。 これより協議事 項に入ります。  

 

４．協議事項  

（議長）協議事項 の提案にあたり、 「協議第 5 号  校名について (１）」を事

務局よりご説明を お願いします 。  

（事務局）協議第 5 号の説明をさせて いただきます。  

（１ )協議第 5 号  校名について (１ )  
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協議第５号  

   校名について (１ )について  

 校名について提出する。  

 

   平成２７年１１月２６日提出  

学校規模適正化  一宮南地区協議会  

会  長    

 

平成３０年４月１日開校の学校名は、公募により決定する。  

 

 

 

 

 

 【提出理由】  

 一宮南中学校区での小学校規模適正化により平成３０年４月１日から設置

する学校の校名については、公募を行い、その中からもっとも相応しいものを選

定しようとするもの。  

 

（ 事 務 局 ） P3 資 料 に 校 名 に つ い て (１ ) 検 討 サ ブ シ ー ト を も っ て 説 明 し ま

す。１ .校名選 考の 方法について 、公募 方式と する。２ .応 募対象 者について、

神戸小 校区の 人、 染河内 小校区 の人 、ゆか りのあ る人 とする 。３ .対象外 名

称の有 無につ いて 、「神 戸」「 染河 内」は 対象外 名称 とする 。 ４ .応募方 法

について、①応募 箱 設置場所への 投か ん方式と、②一宮 南 部各自治 会の協力

による公募用紙取 りまとめの両方と する。５ .応募点 数 について、ひと り  1

点とす る。公 募後 、事務 局で精 査し 、ひと り複数 時は 除外。 ６ .応 募期間 に
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ついて、約 40 日間  12 月 20 日から 1 月 31 日までとする。ただし、各自治

会での記入後用紙 の取りまとめは 1 月中旬までとする 。７ .選考方法につ い

て、一宮南地区協 議 会において選考、決 定 とする。事務局 は 、公募後、精査

し て 、 ひ と り 複 数 応 募 時 は 除 外 し 、 同 じ 校 名 は 集 約 し て 資 料 を 作 成 し 、 2 8

年 2 月予定の総務部会において、部 会 の選考方法 、絞り 込 み等方法も委ねる

なか、第 1 次 選考 を実施 予定とする 。 28 年 3 月開催予 定の協議会で、 第 1

次選考 を通過 した 応募作 品 につ いて 協議す る 。８ .公募 用紙 は 、広報 と一 緒

に各世帯に配布と する。 2 つの小学 校 児童へは学校から 直 接配布する。 1 枚

の公募用紙に 3 人分（応募点数は、 ひとり 1 点）まで記入できる様式と し 、

投かん箱設置場所 に余裕の用紙も置 く。市ホームペー ジ に公募用紙を登載 す

る。自治会長に は 余 裕の 白紙用紙をお 届け するとともに 、自治会取りまとめ

用封筒も用意する 。  

P4 資料には一 般公 募の応募用紙 を添 付している 。用紙 には 3 名 の応募欄

があり 、各世 帯で 複数人 公募時 には １枚の 用紙を 使い 応募い ただき ます 。 3

名以上応募時は応 募 箱備付けの用紙 か、市ＨＰに登載 の 用紙か、自治会長 に

お届けの余裕の用 紙等使 い応募いた だきます。応募箱 は 、①市役所 4 階教育

委 員 会 教 育 総 務 課 受 付 カ ウ ン タ ー ② 一 宮 市 民 局 ま ち づ く り 推 進 課 ③ セ ン タ

ー い ち の み や ④ 一 宮 保 健 福 祉 セ ン タ ー ⑤ 神 戸 小 学 校 ⑥ 染 河 内 小 学 校 ⑦ 一 宮

南中学 校とす る。 応募に あたり 次の 点を留 意事項 とし ていま す。 (1)現在 の

「神戸 」「染 河内 」の名 前は対 象外 とする 。 (2)応 募す る校名 案はひ とり 1

点とする。(3)採 用 した校名案の応募 者 1 名の方に粗品を進呈する。(同 じ 校

名案に 複数名 応募 がある 時は抽 選 で 1 名に 進呈 )(4 )採 用校名 案に関 する 一

切の権限は、宍 粟市 教育委員会に帰属 する。(5)校名 応募 に係る住所・氏名 ・

電話番号などの個 人情報は、今回の 校 名選定以外の目的 には使用 しないと す

る。  

応募期間は、平 成 2 7 年 12 月 20 日 (日 )～平成 28 年 1 月 3 1 日 (日 )必着と

し、ただし一宮南 地 区連合自治会の協 力を得た 自治会長 による取りまとめ 期

限は、 1 月 20 日 (水 )までとしています 。 20 日以降に 自治 会長宅に持って こ

られた場合は 、小学 校 、中学校 、市民局 等の応募箱に投か んしていただ くと

しています。校名 決 定方法は一宮南地 区協議会に おいて 選考、決定 すると し
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ています。 P5 資料 は児童用の応募用 紙です。１人 １校名 案記入 方式として、

児童用の応募期間 は 1 月 29 日 (金 )までとしています。  

応募点 数は、 ひと り 1 点 限り として 、一人 で複数 応募 時は、 精査し て 1

点以外は除外とし ています。校名決 定 時、決定 校名応募 者 1 名へ粗品進呈と

しているが、決定 校 名に複数応募ある 時は 抽選を行い 1 名進呈ということ に

なります。  

 一宮北地区学校 規模適正化の協議 会 でも、公募の校 名応募が 360 人あり 、

地区内人口がより 多い一宮南地区で は、応募数 も 500 近 くになる のではと 思

います。また 、一宮 北地区の応募 360 人のうち、重 複した 校名を整理した結

果、校名は 108 案と なり、協議会 選考の 結果、校名は 一宮北 小学校に決定し

ました。応募 数が多 い校名、少な い校名 に関係なく、協議い ただいて います。 

以上で説明を終わ ります。  

（会長）説明が終わ りましたので、ご協 議をお願いします。質疑・意見のあ

る方は挙手をお願 いします。  

（委員） 1 人が複数 応募時 、どういう方 法で精査されるの か。両方をなかっ

たことにするのは 理解もできるが、複 数のうち 一つを選 ぶと のはどういう 方

法で行われるのか お伺いしたい。  

（会長）次の質疑 ・意見のある方は 挙手をお願いしま す。  

（委員）応募対象 者 である ゆかりのあ る人について 、神 戸 や染河内の 出身で

現在は住んでいな い人でも対象にな るのですか 。また 、自治会長取りまと め

について、例 えば、自治会では 1 月に新年行事となる集 会があり、自 治会内

の多くの方が来ら れます。事前に集 め ることを お知らせ して 、集会時に投 か

んしてもらうこと が可能か教えてい ただきたい 。  

（事務局） 1 人が１ つの案を 複数応募 した場合 は、事務局 で 初めに公募校名

について、一つずつ エクセル表に住所、名前、応募校名等を 入力し 、次に並

び替えを行い、同じ 住所、名前、応募校 名等 がないか検索 して 、１人複数応

募の有無を確認し 、 1 人で同じ校名を複 数応募時は、１つ以 外の複数応募分

は自動的に除外と なります。また、 1 人が違う校名で複 数応募 時は、応募者

に連絡を取り、ど れ を応募するか確認 し、応募校名をひ と つに絞っていただ

き、それ以外は除 外となります。  
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 ゆかりのある人 の判断は、例えば 婚 姻、仕事等による 地 区 外居住が想定さ

れます。応募に際 し ゆかりの有無の判 断は、応募者本人 に より 判断いただく

ことになります 。ま た、どういう つなが りで、ゆかり がある のかという調査

は事務局としては 行いません。  

 投かん箱は７箱 用意して市役所 等 の管理施設に設置 します。自治会内 の 取

りまとめは、取り ま とめ用の専用封筒 を準備しているの で、自治会ではそ れ

を使用し、自治会 取りまとめ期限で ある 1 月 20 日過 ぎ に、 市民局または 市

役所に封筒ごと応 募用紙を 届けてい ただき たいと思い ます。  

（委員）わかりま した。  

（委員）わかりま した。  

（会長）ほかに質 疑・意見のある方 は挙手をお願いし ます。  

（委員）自治会の 配布は 12 月 15 日の広報と一緒に配 布いただくのです か 。

また用紙はどれに なるのです か。  

（事務局） 12 月 15 日の広報に合わせ て各世帯に Ｐ 4 資料 の一般公募用紙を

配布いただきます 。自治会長には余裕 用紙もお渡しする ので 必要時に自治 会

内で利用いただけ たらと思 います。  

（委員）わかりま した。  

（会長）ほかに質 疑・意見のある方 は挙手をお願いし ます。  

（委員）中学生の 校名応募方法はど うなりま すか。  

（事務局）中学校 に も 投かん箱を設置 し 、投かん箱には 備 付け応募 用紙を多

数用意し、中学生 も その用紙を使い応 募いただくことに なります。中学生 へ

の１人１枚の応募 用紙の配布は予定 して いません。  

（委員）わかりま した。  

（会長）ほかに質 疑・意見のある方 は挙手をお願いし ま す。  

（委員）中学校応 募用紙は 新たに作 っていただけるの ですか。  

（事務局）中学生 は、一般公募用紙 を使い応募いただ くことになります 。  

（委員）わかりま した。  

（会長）ほかに質 疑・意見のある方 は挙手をお願いし ます。  

《ほかに質疑無し 》  

（会長）それでは 、協議事項を検討サ ブシートの項目に したが い確認して い
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きます。  

1.校名選考の方法 は、「公募方式」 でよろしいか。 《 異議ありの声なし 》  

2.応募対象者は、神 戸小、染河内小、ゆ かりの人でよろし いか。《異議あり

の声なし》  

3.対象外名称の有 無は、｢神 戸 小 ｣｢染 河 内 小 ｣は 対 象外で よろしいか。《異議

ありの声なし》  

4.応募方法は投か ん方式と、自治会 の 協力による取りま とめの両方として よ

ろしいか。《異議 ありの声なし》  

5.応募点数は 1 人 1 点でよろしいか。 《異議ありの声な し》  

6.応募期間は 1 月 31 日までとしてよろ しいか。《異議あ りの声なし》  

7.選 考 方 法 は 、 一 宮 南 地 区 協 議 会 に お い て 選 考 、 決 定 す る 。 総 務 部 会 の 1

次選考は、そ の選考 方法も含めて委ね るとしてよろしい か。《異 議ありの声

なし》  

8.公募用紙の配布 方法は広報と一緒 に配布、児童を通 じ て配布、様式は別 紙

のものでよろしい か。《異議ありの 声なし》  

 

（会長）以上で、質 疑及び検討シート による個別決定を 終了します。「 協議

第 5 号  校名について (1)」は、提出案のとおり決定してよろしいか。  

 《委員から異議 ありの声なし》  

（会長）「協議第 5 号  校名について (1)」は、提出案のとおり決定させていただ

きます。  

（会長）次の協議事項に入ります。  

 

（ 2）校章、校歌について  

（会長）「校章、校歌について」を議題とします。事務局より説明します。  

（事務 局） 校 章の マーク は 校名 に連 動する もので あり 、 10 月 協議会 で の 、

項目調整スケジュ ールの目安に従い 、校名決定後 に手続 き開始と確認決定 い

ただいており、校 名 決定後に校章の手 続き開始といたし ます。学校規模適 正

化実施の先例の多 くは、校名と同じ よ うに 、校章も元に な る デザインの公募

を行っ ていま す。 正式 協 議とな りま したら 、校章 につ いて 提 案いた しま す。
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ちなみに、一宮北 地区の校章公募で は 56 点のデザイン応募がありました 。  

校歌は、校歌 歌詞に 校名を入 れること が考えられ、校名、校章の決定後 と

し、学校規模適正 化実施の前年度の 平成 29 年度にそ の 決定方法も含め協 議

予定です。学 校規模 適正化実施の先例 となる、一宮 北小学 校、千種小学 校で

は、校 歌作詞 ・作 曲は専 門の音 楽業 者に委 託 する とし た協議 会決定 を経 て、

校歌を制作しまし た。山崎西小学校 、波賀小学校では 地 元にゆかりのある 人

に依頼をして作成 すると協議会で決 定をされ、山崎西 小 学校 では、地元校 区

に田舎暮らし体験 でお 住まいのラジ オパーソナリティ ー の方に、波賀小 学 校

では地元小学校出 身でフォークソン グ歌手の方に、作 曲 及びプロデュース 等

を、作詞は地元在 住で文筆活動もさ れている方に 依頼 されました。  

一宮南地区につい ては今後、神 戸、染 河内 にお住まいの 方、ゆかりの ある

方で作詞作曲等さ れている方の 情報 があれば、事務局 に 教えて いただきた い

と思います。  

（会長）説明 が終わ りましたので 、ご協 議をお願いします 。質疑はありませ

んか。質疑・意見 のある方は挙手を お願いします。  

（委員）作詞作曲 に ついて、知り合い に 作詞作曲等をして いる人がいれば 依

頼しても良いとい う説明であったが 、その報酬等はどの ようになっている か、

教えていただきた い。  

（事務局）市 で予算 を措置することに なるが、予算 の範囲 内 として、事 務局

で金額面の交渉を させていただくこ とになると思いま す。  

校歌制作の補足説 明として、業者委 託 の場合 でも児童に 校歌の歌詞に入れ

たいワードの募集 を行い、できるだ け それを歌詞に 盛り 込むなど広く協力 い

た だ け る か た ち で 制 作 を 予 定 し て い る の で 合 わ せ て 報 告 さ せ て い た だ き ま

す。  

（会長）ほかに質 疑のある方は挙手 をお願いします。  

《ほかに質疑無し 》  

（会長）校章、校 歌 は校名決定後の協 議手続きとして協 議会として確認し ま

した。また 、今後の 校歌制作に 向け 、作 詞家作曲家で地域 にゆかりのある方

の情報があれば、 事務局にお知らせ をお願いします。  
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５．その他  

①次回開催日時に ついて  

（会長）次回 の協議 会の開催について は、正副会長 会終了 後とし、追っ て連

絡することとしま す。また、総務部 会には、校名公募 後の第 1 次選考を  

よろしくお願いし ます。  

 

②事務局連絡につ いて  

（会長）事務局よ り連絡事項はあり ますか。  

（事務局）12 月 15 日の広報発行に合 わせて公募用紙の 自治会内配布のご 協

力をお願いします 。自治会長には公募 用紙と、取り まとめ 用の封筒 と、今回

の校名公募に至っ た 経緯説明の依頼 文も付けて、ご依 頼 をさせていただき ま

す。ご協力をお願 いします。  

 

６．閉会  

（会長）これをも ち まして、第 4 回学校 規模適正化一宮南 地区協議会を閉会

します。閉会の挨 拶を副会長よりお 願いします。  

（副会長）これを も ちまして、第 4 回学 校規模適正化一宮 南地区協議会を終

了させていただき ます。ありがとう ございました。  

 

 

午後 8 時 10 分閉会  
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第 4 回協議会出席者  

・勝部会長（神戸地区自治会会長）   ・多賀副会長（神戸小学校ＰＴＡ会長） 

・藤原憲男副会長（染河内地区自治会会長）・畑尾副会長（染河内小学校ＰＴＡ会長） 

 ・大坪委員（東市場自治会長）     ・田路委員（曲里自治会長）  

 ・植木委員（上野田自治会長）     ・的場委員（中坪自治会長）  

・柴原委員（神戸小学校保護者代表）  ・福田委員（神戸小学校保護者代表）   

・東末委員（染河内小学校保護者代表）・前田委員（染河内小学校保護者代表） 

 ・秋田委員（神戸小学校保護者代表）  ・橿山委員（神戸小学校保護者代表）  

 ・勝木委員（染河内小学校保護者代表）・金持委員（染河内小学校保護者代表） 

 ・大前委員（神戸幼稚園保護者代表）  ・藤原慎也委員 (染河内幼稚園保護者代表） 

 ・長野委員（一宮ひかり保育所保護者代表）   

 ・田中委員（神戸小学校長）       ・水口委員（染河内小学校長）   

 ・長川委員（一宮南中学校）  

 

特別出席者  

 ・落岩一宮市民局長           

        

事務局  

・藤原教育部長、澤田教育総務課長、志水学校教育課長、橋本教育総務課副課

長  


